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１．将来ビジョン

  計画期間

【 令和６（２０２４）年度 ～ 令和９（２０２７）年度 】

【取組方針：企業の安定経営に向けた対応】

「担い手の確保」、「労働環境の改善」、「生産性の

向上」の取組施策を推進していくため、建設企業の

経営状況の確認と適正な利潤の確保などに取り組

みます。

【取組方針３：生産性の向上】

「生産性の向上」では、①建設ＤＸの導入を支援し、

/ＩＣＴやＢＩＭ ＣＩＭ等の②建設ＤＸの活用を促進さ

せるとともに、新技術の活用等、③建設ＤＸの持続

的な推進に取り組みます。

【取組方針２：労働環境の改善】

「労働環境の改善」では、自分・家族の時間が大切

にできるよう、①週休２日制の定着や②施工管理の効

率化・分業化による労働時間の削減に取り組みます。

また、就業者が業界に定着するよう、③安全で快適な

労働環境の実現をめざすとともに、④人材育成や福

利厚生が充実するための支援などに取り組みます。

【取組方針１：担い手の確保】

「担い手の確保」では、新卒者やＵ・Ｉターン人材の

建設業界への入職が定着するよう、①教育機関・建

設業界・行政が連携し、②生徒・学生への魅力発信・

動機付け等を行うとともに、③Ｕ・Ｉターン人材等へ

の働きかけに取り組みます。

２．取組方針
地域の建設業が地域の守り手としてその役割を担い続けることができるよう、適正な利潤の確保に配慮しつつ、この４

年間では、次の３つの取組方針を柱として、相互に連携し、相乗効果を生み出しながら、新たな将来ビジョンをめざします。

時代の変化に対応した経営により、地域の建設企業が将来にわたり存続し続ける

◆ 各取組の関係性のイメージ

公共事業総合政策分野
担当課1.三重県建設産業活性化プラン２０２４
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３つの取組方針を支える企業の安定経営に向けた取組方針

３.施策体系

取組方針 取組施策 取組項目 取組指標

以下の３つの取組方針のもと、１０施策、２３項目を実施するとともに、これらの取組に不可欠な企業の安定経営に向
けた取組を継続的に実施します。

担い手の確保
① 教育機関・建設業界・行政の

連携

② 生徒・学生への魅力発信・動機
付け

③ U・Ｉターン人材等への働き
かけ

1 . 学校（進路指導教諭）訪問
2 . 高校教諭等と建設企業の交流会
3 . 採用活動による連携

1 . 出前授業等の開催
2 . 多角的な広報活動
3 . 資格の取得支援

1 . Ｕ・Ｉターン人材の確保
2 .Ｕ・Ｉターン人材の確保のための高校教諭

との関係強化
3 . 外国人雇用への対応

② 施工管理の分業化・効率化

① 週休２日制の定着

1 . 施工管理の社内分業化への支援
2 . 施工管理の効率化の支援

1 . 週休２日制（４週８休）の定着
2 . 市町発注工事における週休２日工事の促進
3 . 民間発注工事への周知・促進

1 . 技術の継承と処遇改善
2 . 福利厚生等の充実

労働環境の
改善

④ 人材育成・福利厚生

③ 安全で快適な労働環境の実現
1 . 施工現場の安全確保（事故防止の徹底）
2 . 誰もが快適に働くことのできる職場環境の整備

① 建設ＤＸの導入

③ 建設ＤＸの持続的な推進

3 . BIM/CIM活用、支援

生産性の向上

高卒就業者数の
建設業の割合

年間総実労働
時間

Ａランク建設
企業のＡＳＰ

活用率

企業の安定経営
に向けた対応

① 建設企業の経営状況の確認と
環境変化への対応

1．適正な利潤の確保
売上高経常
利益率

１ . 新技術の活用

３ 

つ 

の 

取 

組 

方 

針

取組
方針

1 . 建設企業のＤＸ導入の支援

② 建設ＤＸの活用 ２ . ＩＣＴ活用工事の推進

1 . 建設ＤＸ研修による人材育成

公共事業総合政策分野
担当課1.三重県建設産業活性化プラン２０２４
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• 取組を効果的に進めるため、各取組の効果を検証する会議を開催し、委員と意見交換を実施する
ことで、対策・改善を行いながら取組を推進

• 統計資料やアンケート調査等により取組方針の進捗を代表する取組指標や各取組項目の達成状況
を確認

1.三重県建設産業活性化プラン２０２４

４．取組の効果検証

公共事業総合政策分野
担当課
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1.三重県建設産業活性化プラン２０２４

５．令和７年度スケジュール （効果検証・次年度の取組方針）

公共事業総合政策分野
担当課

アンケート
調査

４月 ７月

プラン
検討会議

１１月

4月

２月 ３月

【検討会議】
・取組の状況確認
・取組の効果検証
・取組の対策・改善

2月19日

1０月～11月

【小委員会（担い手確保）】
・取組の状況確認
・取組の効果検証
・取組の対策・改善案

1月20日

【アンケート調査②－2】企業
【アンケート調査③】若手就業者
取組状況の確認
（当年度取組分）

【アンケート調査②－1】企業
取組状況の確認
（前年度末時点）

１２月

【小委員会（生産性向上）】
・取組の状況確認
・取組の効果検証
・取組の対策・改善案

プラン
小委員会

【アンケート調査①】 取組ごとに個別アンケート

各種統計資料の確認統計資料

１月

1月27日

常任委員会 令和７年度 取組結果
令和８年度 取組方針

３月１０日

令和７年度の取組内容

６月２0日

Ⓐ
  

取
組
の
「
対
策
・
改
善
」の
方
針
決
定

Ver.３

Ⓒ
  

取
組
の
分
析
・効
果
検
証

Ver.２
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三 重 県
Mie Prefecture2.令和７年度の効果検証をふまえた令和８年度の取組内容 (Ver.3)

取組方針１ 担い手の確保

• 学校訪問は、近年の入職状況をふまえた優先度により訪問校を選定すること、企業ＰＲ一覧表を作成し、学校訪問など

で情報発信を行うことは必要である。（担い手・業団体）【取組方針①】

• 建設業は転職者が多いため、建設系学科以外にもアプローチする必要がある。（検討）【取組方針①】

• 地元への就職率の高い高校も対象とするなど間口を広げた方がよい。 （検討）【取組方針①】

• 進学校についても、大卒就業者を見込んで、高校での「探求授業」の課題提供など、高校のニーズをつかんで取組を継続

した方がよい。（検討）【取組方針①】

• 企業向けのセミナーは、時間や場所に制限されないオンラインや動画視聴などを用いたほうが良い。（担い手）

• 出前授業等では、年代が近い若手就業者がいることで生徒は自身が働くイメージができる。（担い手）【取組方針②】

• 若年層や保護者世代に建設業の魅力を伝えるためにイベントを開催することは有効な取組である。

（担い手・業団体）【取組方針③】

検討会議 ・ 担い手確保・生産性向上小委員会 ・ 建設業団体の主な意見

令和８年度 取組方針
◆ 令和７年度の取組は継続して実施する。

① 学校訪問については、既存の取組実施校に加え、近年建設企業に入職実績のある高校や地元就職者が多い高校など
 に優先的に実施する。また、訪問時に企業ＰＲ一覧表などによる情報発信を行う。（★） 

② 出前授業等に卒業生を含む若手就業者などを積極的に起用して、若手就業者を中心に働く者の目線から同世代にア
ピールする。（★） 

③ ＳＮＳを活用した情報発信を継続するとともに、建設業の魅力を伝えるため、建設業団体や教育機関と連携し、
 若年層と保護者世代が参加できる体験型イベントを開催する。（★） 

検討会議：検討
担い手確保小委員会：担い手
生産性向上小委員会：生産性
建設業団体：業団体

（★） 検討会議・小委員会・建設業団体の意見を反映
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三 重 県
Mie Prefecture2.令和７年度の効果検証をふまえた令和８年度の取組内容 (Ver.3)

取組方針２ 労働環境の改善

• 週休２日（土日休み）の取組は担い手確保のためには、継続していく必要がある。（検討・担い手）【取組方針①】

• バックオフィス業務を対象とした新たな人材の雇用は企業の負担であり、普及が進まない要因の一つとなっている。

（業団体）【取組方針②】

• バックオフィスの担い手育成は女性活躍につながる。また社外での講習会等の実施は企業の負担軽減にもなる。
（検討）【取組方針②】

• バックオフィスを知らずに敬遠している企業への理解促進が必要である。（検討）【取組方針②】

• 柔軟な働き方として、就業者がフルタイムや短時間などを選択できることが、企業としてＰＲできるポイントとなる。

（検討・担い手）

• ＣＣＵＳでは、建退協との連携などの改善が進められているが、多くの企業が活用方法などを理解していないため、企業へ

の普及が進まない。（担い手・生産性）【取組方針③】

令和８年度 取組方針

◆ 令和７年度の取組を継続して実施する。

 ① 週休２日工事の設定率の低い市町に対して、個別に取組要請を行うとともに、民間工事発注者への啓発を継続して行う。

② バックオフィス業務の導入促進に向けた取組を継続するとともに、実務担当者の育成支援等の企業ニーズに応えるため、
 未経験者が実践的な内容を学ぶ講習会の開催など人材育成へのサポートを行う。（★） 

③ ＣＣＵＳの活用促進については、小規模な建設企業の導入が遅れているため、企業向け説明会の開催やチラシの配布等
により理解促進を図るとともに、市町に対しても制度導入の働きかけを行う。あわせて、労働者の処遇改善に向けて改
正建設業法による適正な労務費の確保と賃金行き渡り等に対する取組を行う。（★） 

（★） 検討会議・小委員会・建設業団体の意見を反映

検討会議 ・ 担い手確保・生産性向上小委員会 ・ 建設業団体の主な意見

検討会議：検討
担い手確保小委員会：担い手
生産性向上小委員会：生産性
建設業団体：業団体
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取組方針３ 生産性の向上

三 重 県
Mie Prefecture2.令和７年度の効果検証をふまえた令和８年度の取組内容 (Ver.3)

• 建設DX促進説明会は、技術者以外のバックオフィス人材なども対象としていく必要がある。（生産性）【取組方針①】

• 建設DXは企業によって、習熟度に温度差があるため、取組を継続する必要がある。（検討）【取組方針①】

• 講習会では受講対象者のニーズを取り入れブラッシュアップしていく必要がある。（検討）【取組方針②】

• 現場での生産性を向上させるためには、技術者自身がICT技術を習得することが重要である。（生産性）【取組方針②】

• ライブカメラの利用など、施工現場の安全管理に関する事例集があるとよい。（担い手）【取組方針③】

• 発展が著しいAI技術について、リスクと効果を見極めながら適正な活用を検討していく必要がある。（検討）

◆ 令和７年度の取組を継続して実施する。

① 建設ＤＸ促進説明会（導入促進）は、技術者に加えてバックオフィス人材などの多様な人材を対象に開催を継続

 する。（★） 

② 建設ＤＸ講習会（活用促進）では、ＩＣＴ技術の習得について、技術者のニーズが高い内容の講習会を開催し、

 人材育成をサポートすることでＩＣＴ活用工事の拡大を図る。（★） 

③ 新技術（ＡＩ技術を含む）による生産性向上につながる取組事例を紹介するガイドブックの掲載を拡充し、周知

することで、各企業の建設ＤＸ活用を促進する。（★）   

令和8年度 取組方針 （★） 検討会議・小委員会・建設業団体の意見を反映

検討会議：検討
担い手確保小委員会：担い手
生産性向上小委員会：生産性
建設業団体：業団体

検討会議 ・ 担い手確保・生産性向上小委員会 ・ 建設業団体の主な意見
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企業の安定経営に向けた対応

三 重 県
Mie Prefecture2.令和７年度の効果検証をふまえた令和８年度の取組内容 (Ver.3)

• 最低制限価格の設定が低い市町があることが、経常利益率に少なからず影響を与えている。（業団体）（取組方針②）

• 企業体力の向上により労働者の処遇改善につなげるため、地域内での企業間連携（アライアンス）の推進についても検討し

たほうがよい。（検討）

◆ 令和７年度の取組を継続して実施する。

① 企業の安定経営に向けて売上高経常利益率の推移を把握し、産業全体（全国）との比較・分析等を行いながら、必要に

応じて入札契約制度の改善を行う。

② 建設企業の適正利潤確保に向けて、最低制限価格の設定が低い市町に対して、発注者協議会三重県部会等に加え、

   直接市町に出向き働きかけを行う。（★） 

令和8年度 取組方針 （★） 検討会議・小委員会・建設業団体の意見を反映

検討会議 ・ 担い手確保・生産性向上小委員会 ・ 建設業団体の主な意見

検討会議：検討
担い手確保小委員会：担い手
生産性向上小委員会：生産性
建設業団体：業団体

1
0



4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

先
生

１
・
２
年
生

知る・興味を持つ

訪問・体験する

就職
（進路）
説明会

出前
授業
など

現場
見学会
など

インター
ンシップ

交流会

（採用スケジュール）

３
年
生

企
業

就職先を
希望・決定

就職希望
企業決定

求人票
提出

試
験
・
面
接

内
定
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担い手確保の取組

採
用

2. 令和７年度の効果検証をふまえた令和８年度の取組内容 (Ver.3)
取組方針１「担い手の確保」の取組

＜学校訪問＞

資格取得の支援

取組方針 指標
現状値

令和6年度
目標値

令和8年度

高卒就業者数の建設業の割合
（建設業就業者数/高卒就業者数）

5.4% 6.7%

取組項目 指標
現状値

令和7年度
目標値

令和8年度

学校訪問数
33校

(目標値 30校)
37校

学校訪問
重点期間

『令和８年度取組方針』
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2. 令和７年度の効果検証をふまえた令和８年度の取組内容 (Ver.3)
取組方針１「担い手の確保」の取組

＜出前授業等の開催＞
取組項目 指標

現状値
令和7年度

目標値
令和8年度

出前授業等の経験企業数
134社

(目標値 100社)
140社

・卒業生を含む若手就業者などを積極的に起用して、若
手就業者を中心に働く者の目線から同世代にアピール

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

１
・
２
年
生

知る・興味を持つ

訪問・体験する

出前授業、現場見学会、実習授業

【支援（取組）ターゲット】

高校生（就活前の１・２年生が対象）

出前授業（三重高校）

現場見学会（桑名工業高校）

学校訪問
重点期間

【取組時期】
７月～１月（就職説明会までに開催）

建設企業で働く若手就業者向けアンケート

【取組のポイント】

・建設業を知ってもらい、就職先の1つとして選択し

てもらえるよう建設業をPRする。

・卒業生を含む若手就業者を積極的に起用すること

で、生徒に自身が働くイメージをしてもらう。

建設業界へ入職したきっかけ

入職のきっかけとして
取組の効果が出ている

三 重 県
Mie Prefecture

『令和８年度取組方針』
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【取組のポイント】

・小中学生と保護者世代を対象に体験型イベントを開催

・若年層がよく利用するSNSの広告配信を活用して建設業をPR

・SNSを活用して出前授業等の状況を配信

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

【支援（取組）ターゲット】

高校生、小中学生および保護者世代

取組項目 指標
現状値

令和7年度
目標値

令和8年度

ＳＮＳ・動画で発信している
建設企業数（Aランク）

44％
(目標値  30%)

50％

＜多角的な広報活動＞

・SNSを活用した情報発信の継続
・若年層と保護者世代へのＰＲ⇒体験型イベントの開催
・漫画やアニメ等を活用した情報発信

SNS広告配信
（建設業のPR）

SNS情報発信（出前授業等の状況）

SNS広告配信
（イベントPR）

【取組時期】
・SNS情報発信 ７月～１月（就職説明会まで）

・SNS広告配信 ７月～８月（建設業のPR）

 ９月～１０月（イベントPR）

・体験型イベント １１月「みえ建設ものづくりフェスタ」

2. 令和７年度の効果検証をふまえた令和８年度の取組内容 (Ver.3)
取組方針１「担い手の確保」の取組

体験型イベント
の開催

新規

建
設
業
の
魅
力
を
発
信

SNS
Instagram
TikTok
YouTube

体験型
イベント

漫画
アニメ グッズ

漫画
アニメ
など

三 重 県
Mie Prefecture

『令和８年度取組方針』
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知る

・パネル展示
➢三重県・関連業団体・教育機関

三重県誕生150周年関係
 測量の歴史 など

体験する 楽しむ

・高所作業車・重機試乗
・ミニショベルカー運転体験
・工作体験（木・Con）
・重機運転シミュレーター
・小型ドローン操作体験
・関連業団体・教育機関ブース

・ステージショー
・キッチンカー
・菓子・餅撒き
・スタンプラリー抽選会

三 重 県
Mie Prefecture

～関連業団体や教育機関と連携～

2. 令和７年度の効果検証をふまえた令和８年度の取組内容 (Ver.3)
取組方針１「担い手の確保」の取組

三重県

関連業団体

➢イベント運営全般
➢出展ブース運営
➢イベント広報

➢出展ブース運営
➢運営支援
・工作体験
・各種展示
・試乗、運転体験

教育機関

➢出展ブース運営
➢運営支援
・工作体験
・各種展示

若年層と保護者世代へのＰＲ

1
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2. 令和７年度の効果検証をふまえた令和８年度の取組内容 (Ver.3)
取組方針２「労働環境の改善」の取組

＜週休２日制（４週８休）の定着＞

県 発注工事 週休２日制工事の取組を継続する
市町発注工事 消極的な市町へ個別要請する
民間発注工事 民間団体へアプローチし要請する

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

市町・民間への普及啓発・協力要請

市町職員

公共事業総合政策分野
担当課

取組項目 指標
現状値

令和7年度
目標値

令和8年度

県工事の週休２日制工事（４週８
休）の達成率

99％
(目標値 90%)

100%

市町工事の週休２日制工事の発注率
99％

(目標値 90%)
100％

民間への周知 実施 実施

取組方針 指標
現状値

令和6年度
目標値

令和8年度

年間総実労働時間 1,899時間 1,820時間

県幹部市幹部

労働局

【取組時期】
• 市町・民間への普及啓発・協力要請

（市町）発注者協議会等 

 （民間）建築確認審査機関、民間工事発注者

【取組のポイント】

• 週休2日制工事の設定率の低い市町に対して、設定率を向上するよう個別に要請する。

• 民間工事に対して、建築確認審査機関を通じて民間企業（発注者）に周知するとともに、民間団体へ取組要請を行う。

県と市町が連携し取組を促進！
建築確認審査機関を通じて民間企業
（発注者） に周知を依頼。

市町 民間

週休２日制工事（４週８休）設定率
＝週休２日制として発注した工事/当該年度に発注した工事件数

（随意契約を除く）

『令和８年度取組方針』
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＜施工管理の社内分業化の支援＞

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

取組項目 指標
現状値

令和7年度
目標値

令和8年度

説明会の開催回数
１回

(目標値 1回)
１回

バックオフィスの普及と浸透
分業化に向けた体制作り、人材育成の支援を充実

開催準備・参加者募集

2. 令和７年度の効果検証をふまえた令和８年度の取組内容 (Ver.3)
取組方針２「労働環境の改善」の取組

バックオフィス

説明会開催

担当者
講習会開催

新規
開催準備・参加者募集

バックオフィス業務の導入をめざす企業を増やす
ため、バックオフィス業務の意義を紹介する。

バックオフィス人材が、実践に向け
て公共事業の基本を学ぶ。

・バックオフィスの導入について

令和7年度

令和６年度
導入している

導入したいが
できていない

導入を
考えていない

28.9%

25.9%

32.4%

37.5%

38.7%

36.6%

未導入が約7割

R6:n=320、 R7:n=380

■ バックオフィスを担う人材が社内にいない

■ 業務を教える時間が無い

■ 業務を学ぶ時間が無い

■ 新規人材を確保する人件費が捻出できない

■ バックオフィス人材についての情報が不足している

■ バックオフィス人材の効果を感じていない

■ その他

16.9%

令和7年度

令和６年度 ４９．８%

４3.7%

5.1%

6.7%

6.8%

8.5%

9.3%

14.8%
12.6%

7.2%

10.4%

5.1%

3.3%

・バックオフィスを導入できていない理由、導入しない理由

未だに、4割近い企業がバックオフィス導入への意欲が低
い事から、バックオフィス説明会を継続して開催します。

社内人材の育成支援などのニーズに応えるため、未経
験者が実践的な内容を学ぶ取組を始めます。

継続

三 重 県
Mie Prefecture

『令和８年度取組方針』
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＜CCUSの活用促進・賃金行き渡りの取組＞

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

CCUSの活用促進

取組項目 指標
現状値

令和7年度
目標値

令和8年度

ＣＣＵＳ活用モデル
工事において目標
達成した工事件数

237件
(目標値 40 件)

240件

県幹部

・CCUS活用モデル工事による下請事業者、
技能者の登録促進

・改正建設業法等による適正な労務費の確保と
賃金行き渡りのため労務費ダンピング調査実施

全ての県発注工事がモデル工事の対象

下請け事業者・技能者の登録促進（ステップ2：令和８年度）

改正建設業法による処遇改善

適正な労務費の確保
賃金の行き渡り

CCUS活用モデル工事（ステップ2：令和８年度）の実施

県発注工事における労務費ダンピング調査の実施

2. 令和７年度の効果検証をふまえた令和８年度の取組内容 (Ver.3)
取組方針２「労働環境の改善」の取組

【取組のポイント】

• 小規模な建設企業のCCUS事業者登録が
遅れているため、企業向け説明会の開催
や市町にモデル工事実施の働きかけ。

• 改正建設業法等による適正な労務費の確
保と賃金行き渡りのため、県発注工事に
おいて労務費ダンピング調査を実施。

三 重 県
Mie Prefecture

『令和８年度取組方針』
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

・【ＡＳＰ・遠隔臨場】県発注工事における取組拡大
   市町発注工事における取組要請
・現場でのインターネット環境の確保・実現に向けた検討及び対策
・建設ＤＸ促進説明会の継続 （遠隔臨場の必要性・メリット）

建設企業

【取組時期】
７月下旬～９月中旬

建設DX促進
説明会

【取組のポイント】
・桑名～熊野の県内１０会場で開催（CPDS付与）

      目標参加者数 １５０名程度／年

・未経験企業には個別にASPの導入を勧めていく

2. 令和７年度の効果検証をふまえた令和８年度の取組内容 (Ver.3)
取組方針３「生産性の向上」の取組

開催準備・開催案内

【取組（支援）ターゲット】
これからＤＸに取り組む企業

＜建設ＤＸの導入＞

取組項目 指標
現状値

令和7年度
目標値

令和8年度

建設ＤＸ促進説明会の参加者数
854名（累計）
（目標値 800名）

900名
（累計）

取組方針 指標
現状値

令和7年度
目標値

令和8年度

Aランク建設企業のASP活用率
ASPを活用(Aランク) /
三重県発注工事受注企業(Aランク）

9３%
（160社/171社）

（目標値 50%）

R7以上
80％(プラン)

受注者向けに情報共有システム（ASP）活用、遠隔臨場、ＩＣＴ活用工事など
について理解を深めるための説明会を開催。

令和７年度 全10会場 198人(98社)参加

市町職員向け説明会・取組要請

ガイドブックによる好事例の展開

『令和８年度取組方針』
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

＜建設ＤＸの活用＞
取組項目 指標

現状値
令和7年度

目標値
令和8年度

講習会の開催回数
9回

（目標値 5回)
５回

建設ＤＸ講習会に実践的内容を盛り込むなど、
内容のステップアップを図る

初級編開催

建設企業の技術者等を対象に開催。実践的な講習でICT活用工事に必要なスキルを磨く。

2. 令和７年度の効果検証をふまえた令和８年度の取組内容 (Ver.3)
取組方針３「生産性の向上」の取組

開催準備・開催案内

DX建設

～初級編～

民間企業で活躍するICTアドバイザーを講師に招いた講座を開催

～３次元設計データ作成・活用編～

実際に3次元設計データを作成し、実機によるデモを体験

伊賀会場 松阪会場 3次元設計データ作成演習 小型ICT建機操作の実演 実機に触れて良さを体験

令和７年度実績 初級編 ３会場（３回） ３次元設計データ作成・活用編 ３会場（６回）

三 重 県
Mie Prefecture

講習会

中級編開催

上級編開催

ICT活用工事の基本やメリット等について学ぶ講習。

３次元設計データ作成や実機の操作を行う体験型講習。

3次元設計データ作成や現場での活用を学ぶ体験型
講習（中級よりも高度な内容）。

継続

継続

新規

より効果的に学ぶため、また過年度参加者も、

さらにレベルアップを図るため、参加者のニーズ

に合わせて、習得レベル別に講習会を実施。

『令和８年度取組方針』
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2. 令和７年度の効果検証をふまえた令和８年度の取組内容 (Ver.3)
取組方針「企業の安定経営に向けた対応」の取組

企業の適正利潤を確保することにより、
企業の安定経営を支える

（直接工事費×1.00＋共通仮設費×1.00
＋現場管理費×0.90＋一般管理費等×0.75）×1.1

Ｒ６．４．１改正済
財務指標等の分析による動向把握

各取組
効果

最低制限価格の見直し（R6)

取組指標
現状値

令和６年度
目標値

令和８年度

売上高経常利益率 ４.6% ５.7%

Ｒ７．１０．１開始

財務指標の分析による動向の把握
売上高経常利益率等の

財務指標の公表

契約手続きにおける利便性の向上や契約事務の効率化(印刷費用、印紙税が不要)
などを図るため、サービスを開始。

電子契約サービスの導入（R7)

資材価格高騰等に対する特例措置（R6)

急激な資材価格の変動により、積算時点と当初契約時点の設計単価に乖離が生じ
る場合、当初契約締結後に設計単価の適用年月を積算月から当初契約月に変更。

Ｒ６．１２．１適用

Ｒ８．１開始

労務費や資材価格の高騰に伴う資金需要の高まり及び労務費の行き渡りなどに
対応するため、債務負担工事の前払金を翌年度分の前払金相当額を含めて契約
締結年度に請求できる契約条項を活用開始。

債務負担工事の前払金特例の活用（R7)

建設企業の適正利潤確保に向けて、最低制限価格の設定が国基準を下回る市町
に対し、発注者協議会三重県部会等に加え直接市町に出向き働きかけを行う。

市町・民間への働きかけ

三 重 県
Mie Prefecture

平均落札率

労務・建設資材の変動等への適切な対応

設計単価の毎月改訂とともに、急激な単価変動時に特別改訂を実施。スライド条
項が適切に運用されるよう、運用マニュアルを制定して周知。

売上高経常利益率

三重県 全国平均 県内市町

2
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2. 令和７年度の効果検証をふまえた令和８年度の取組内容 (Ver.3)
取組方針「企業の安定経営に向けた対応」の取組 三 重 県

Mie Prefecture

＜県内市町の最低制限価格等設定状況＞
[建設工事] [測量・設計業務]

令和8年6月時点

菰野町

四日市市

津市

松阪市

南伊勢町

紀北町

尾鷲市

御浜町

紀宝町

東員町

明和町

大台町

伊勢市

熊野市
R8.4

玉城町 R8.6

桑名市木曽岬町

四日市市

津市
伊賀市

名張市
松阪市

志摩市

尾鷲市

御浜町

いなべ市
いなべ市 東員町

亀山市

明和町 R8.4

伊勢市

玉城町

鳥羽市鳥羽市

大紀町

大台町 R8.8
（予定）

大紀町

熊野市
R8.4

【凡例】

③その他（上記①②以外）（2町）

朝日町

川越町
朝日町

川越町

鈴鹿市

菰野町

多気町

度会町

多気町

度会町

南伊勢町

紀北町

紀宝町

①三重県独自式（18市町）R8制定

直工×1.00+共仮×1.00+現管×0.90+一管×0.75

②公契連モデル（9市町）R8制定

直工×0.97+共仮×0.90+現管×0.90+一管×0.68

【凡例】

④その他（上記①②③以外）（8町）

①三重県独自式（18市町）R8制定

測量）直測+諸経費×0.60
設計）直原+他原価+一管×0.50

②国基準（R6）（1市）
測量）直測+諸経費×0.50
設計）直原+他原価×0.90+一管×0.50

③国基準（R4）（2市）
測量）直測+諸経費×0.48
設計）直原+他原価×0.90+一管×0.48

木曽岬町

鈴鹿市

伊賀市

名張市

志摩市

桑名市

亀山市

2
1



実施スケジュール 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

効果検証会議
（意見交換）

アンケート調査

• 取組を効果的に進めるため、建設業団体や教育機関、検討会議委員との意見交換をふ
まえ、各取組の効果を検証し、対策・改善を行いながら取組を推進。

• 統計資料やアンケート調査等により取組方針の進捗を代表する取組指標や各取組項目
の達成状況を確認。

会議
①

発注・業者決定

会議
②

会議の委員
選定・依頼

アンケート調査実施

【会議の開催時期と主な内容】

⚫ プラン小委員会 １月

・各取組結果や統計資料・アンケート調査結果から効果検

証を行い、次年度の取組方針について意見交換を行う

⚫ プラン検討会議 ２月

・小委員会の結果報告

・次年度の取組方針の決定

⚫ 常任委員会 ６月・３月

・令和８年度取組内容 ・効果検証、次年度取組方針

効果
検証

2. 令和７年度の効果検証をふまえた令和８年度の取組内容 (Ver.3)
「各取組の効果検証」

常任委員会 委員会 委員会

三 重 県
Mie Prefecture
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（６）審議会等の審議状況（令和８年２月 17日～令和８年６月２日） 

（県土整備部） 

 

 

１ 審議会等の名称 都市計画基本方針検討小委員会 

２ 開催年月日 令和 8年 3月 9日 

３ 委員 委員長   浅野 純一郎 

委 員   村田 美希 他 3名 

４ 諮問事項 次期「三重県都市計画基本方針」の検討 

５ 調査審議結果 諮問事項について、審議を行った。 

６ 備考  
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